
（1）　令和６年10月４日　金曜日 第541号宮　　城　　県　　公　　報

目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了�

（
農
村
振
興
課
）　
　

一

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定�

（
防
災
砂
防
課
）　
　

一

〇
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定�

（　
　

同　
　

）　
　

二

公

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基

づ
く
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定�

（
精
神
保
健
推
進
室
）　
　

二

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
改
正�

　
　

二

公
安
委
員
会

〇
技
能
検
定
員
及
び
教
習
指
導
員
資
格
審
査
の
実
施
に
つ
い
て�

　
　

三

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
六
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十

五
号
）
第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
六
年
十
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

地　

区　

名

事　

業　

の　

名　

称

工
事
完
了
年
月
日

藤
田

区
画
整
理
事
業

令
和
六
年
五
月
十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
七
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
及
び
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区

域
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
六
年
十
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項

縦
覧
場
所

高
白
浜
３－

１

土
石
流

牡
鹿
郡
女
川
町
高
白
浜
字
向
山
、
字
尾
畑
、

字
高
白
、
字
崎
山
、
字
根
浜
（
次
の
図
の
と

お
り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
東
部
土
木
事

務
所

高
白
浜
３－

２

土
石
流

牡
鹿
郡
女
川
町
高
白
浜
字
向
山
、
字
根
浜
、

字
尾
畑
（
次
の
図
の
と
お
り
）

高
白
浜

土
石
流

牡
鹿
郡
女
川
町
高
白
浜
字
向
山
、
字
尾
畑

（
次
の
図
の
と
お
り
）

高
白
浜－

１

土
石
流

牡
鹿
郡
女
川
町
高
白
浜
字
向
山
、
字
尾
畑
、

字
高
白
（
次
の
図
の
と
お
り
）

高
白
浜－

２

土
石
流

牡
鹿
郡
女
川
町
高
白
浜
字
向
山
、
字
尾
畑
、

字
高
白
（
次
の
図
の
と
お
り
）

高
白
浜－

３

土
石
流

牡
鹿
郡
女
川
町
高
白
浜
字
向
山
、
字
尾
畑
、

字
高
白
（
次
の
図
の
と
お
り
）

横
浦
３
号
沢

－

１

土
石
流

牡
鹿
郡
女
川
町
横
浦
字
名
不
知
、
字
横
浦

（
次
の
図
の
と
お
り
）

横
浦
３
号
沢

－

２

土
石
流

牡
鹿
郡
女
川
町
横
浦
字
名
不
知
、
字
横
浦

（
次
の
図
の
と
お
り
）

横
浦
２
号
沢

土
石
流

牡
鹿
郡
女
川
町
横
浦
字
横
浦
、
字
名
不
知

（
次
の
図
の
と
お
り
）

横
浦
１
号
沢

－

１

土
石
流

牡
鹿
郡
女
川
町
横
浦
字
横
浦
、
字
名
不
知

（
次
の
図
の
と
お
り
）

横
浦
１
号
沢

－
２

土
石
流

牡
鹿
郡
女
川
町
横
浦
字
横
浦
、
字
名
不
知

（
次
の
図
の
と
お
り
）

横
浦
１
号
沢

－

３

土
石
流

牡
鹿
郡
女
川
町
横
浦
字
横
浦
、
字
名
不
知

（
次
の
図
の
と
お
り
）

宮
ケ
崎
の
１

急
傾
斜
地

の
崩
壊

牡
鹿
郡
女
川
町
女
川
二
丁
目
、
女
川
浜
字
大

原
、
清
水
一
丁
目
、
清
水
二
丁
目
、
伊
勢
、

大
原
（
次
の
図
の
と
お
り
）
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横
浦

急
傾
斜
地

の
崩
壊

牡
鹿
郡
女
川
町
横
浦
字
名
不
知
、
字
横
浦

（
次
の
図
の
と
お
り
）

指
ケ
浜
の
３

急
傾
斜
地

の
崩
壊

牡
鹿
郡
女
川
町
指
ケ
浜
字
大
畑
（
次
の
図
の

と
お
り
）

素
山

急
傾
斜
地

の
崩
壊

遠
田
郡
美
里
町
字
桜
木
町
、
字
素
山
、
北
浦

字
姥
ケ
沢
（
次
の
図
の
と
お
り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
北
部
土
木
事

務
所

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
五
十
八
号

　

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区
域
に
指
定
す
る
。

　
　

令
和
六
年
十
月
四
日

�
宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

区
域
の
名
称

土
砂
災
害

の
発
生
原

因
と
な
る

自
然
現
象

の
種
類

区　

域　

の　

所　

在　

地

建
築
物
の
構

造
の
規
制
に

必
要
な
衝
撃

に
関
す
る
事

項

縦
覧
場
所

樋
谷
沢

地
す
べ
り

石
巻
市
北
村
字
樋
谷
沢
、
字
大
日
、
字
大
木

戸
（
次
の
図
の
と
お
り
）

次
の
図
の
と

お
り

宮
城
県
土
木
部
防

災
砂
防
課
及
び
宮

城
県
東
部
土
木
事

務
所

　

（「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
は
、
当
該
区
域
の
縦
覧
場
所
の
欄
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

公

告

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
の
う
ち
精
神
通
院
医
療
を
行
う
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指

定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

令
和
六
年
十
月
四
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

薬
局

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日

ア
イ
ベ
ル
薬
局　

吉
岡
店

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
ま
ほ
ろ
ば
一
丁
目
二
番
地

の
八

令
和
六
年
九
月
一
日

ひ
ま
わ
り
薬
局

栗
原
市
一
迫
真
坂
字
町
東
三
〇－

二

令
和
六
年
九
月
一
日

え
が
お
薬
局

遠
田
郡
美
里
町
牛
飼
字
牛
飼
一
四
五－

一

令
和
六
年
九
月
一
日

二　

訪
問
看
護
事
業
者
等

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

指

定

年

月

日

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
あ

や
め
多
賀
城

多
賀
城
市
伝
上
山
四
丁
目
三
番
二
〇
号　

フ
ァ

ミ
ー
ル
か
ん
の
Ａ　

一
〇
三
号
室

令
和
六
年
九
月
一
日

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
号

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
六
年
十
月
四
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

櫻　
　

井　
　

正　
　

人　
　
　

　
　
　
宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

宮
城
県
公
職
選
挙
執
行
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
宮
選
管
告
示
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
準
じ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
中
「
に
よ
ら
な
け
れ
ば
」
を
「
に
準
じ
て
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
中
「
様
式
に
よ
る
」
を
「
様
式
に
準
じ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
三
条
の
六
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
準
じ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
に
よ
り
」
を
「
に
準
じ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
八
条
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
準
じ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
九
条
中
「
様
式
」
を
「
様
式
に
準
じ
た
届
出
書
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
四
条
中
「
と
す
る
」
を
「
に
準
ず
る
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
二
条
第
三
項
、
第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
準
じ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
七
条
第
一
項
中
「
様
式
に
よ
り
」
を
「
様
式
に
準
じ
て
」
に
改
め
る
。
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第
四
十
八
条
第
一
項
、
第
四
十
八
条
の
二
及
び
第
四
十
八
条
の
五
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
準
じ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
三
条
第
一
項
中
「
別
記
第
五
十
四
号
様
式
に
よ
り
」
を
「
別
記
第
五
十
四
号
様
式
に
準
じ
て
」
に
、「
別
記

第
五
十
四
号
様
式
の
二
に
よ
り
」
を
「
別
記
第
五
十
四
号
様
式
の
二
に
準
じ
て
」
に
、「
別
記
第
五
十
四
号
様
式
の
三

に
よ
り
」
を
「
別
記
第
五
十
四
号
様
式
の
三
に
準
じ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
別
記
第
五
十
五
号
様
式
に
よ
り
」

を
「
別
記
第
五
十
五
号
様
式
に
準
じ
て
」
に
、「
別
記
第
五
十
五
号
様
式
の
二
に
よ
り
」
を
「
別
記
第
五
十
五
号
様
式

の
二
に
準
じ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
四
条
中
「
様
式
の
」
を
「
様
式
に
準
じ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
六
十
九
条
中
「
作
成
し
て
」
を
「
作
成
し
た
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
七
条
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
準
じ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
二
条
第
一
項
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
準
ず
る
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
三
条
第
一
項
及
び
第
九
十
四
条
第
一
項
中
「
様
式
の
」
を
「
様
式
に
準
じ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
五
条
第
二
項
中
「
別
記
第
八
十
四
号
様
式
の
三
に
よ
る
」
を
「
別
記
第
八
十
四
号
様
式
の
三
に
準
ず
る
」
に

改
め
る
。

　

第
九
十
六
条
第
一
項
中
「
に
よ
り
」
を
「
に
準
じ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
六
条
の
二
中
「
に
よ
る
証
紙
」
を
「
に
準
じ
た
証
紙
」
に
、「
に
よ
る
検
印
」
を
「
に
準
じ
た
検
印
」
に
改

め
る
。

　

第
九
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
に
よ
り
」
を
「
に
準
じ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
七
条
第
二
項
中
「
の
調
書
」
を
「
に
準
じ
た
調
書
」
に
改
め
る
。

　

第
九
十
九
条
第
一
項
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
準
じ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
百
二
条
の
二
中
「
に
よ
る
新
聞
広
告
掲
載
証
明
書
」
を
「
に
準
じ
た
新
聞
広
告
掲
載
証
明
書
」
に
改
め
る
。

　

第
百
三
十
一
条
第
一
項
中
「
に
よ
り
」
を
「
に
準
じ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
百
三
十
四
条
第
一
項
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
準
ず
る
」
に
改
め
る
。

　

第
百
三
十
八
条
第
一
項
中
「
に
よ
る
申
請
書
」
を
「
に
準
じ
た
申
請
書
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
二
条
第
一
項
中
「
に
よ
る
撤
回
申
請
書
」
を
「
に
準
じ
た
撤
回
申
請
書
」
に
、「
に
よ
る
修
正
申
請
書
」

を
「
に
準
じ
た
修
正
申
請
書
」
に
改
め
る
。

　

第
百
四
十
三
条
第
一
項
中
「
に
よ
る
」
を
「
に
準
ず
る
」
に
改
め
る
。

　

第
百
五
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
に
よ
ら
な
け
れ
ば
」
を
「
に
準
じ
て
し
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

　

第
百
五
十
五
条
の
三
中
「
の
証
紙
」
を
「
に
準
じ
た
証
紙
」
に
、「
に
よ
り
」
を
「
に
準
じ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
百
五
十
六
条
の
三
第
一
項
中
「
に
よ
り
」
を
「
に
準
じ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
百
五
十
八
条
中
「
の
証
紙
」
を
「
に
準
じ
た
証
紙
」
に
、「
に
よ
り
」
を
「
に
準
じ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
百
六
十
一
条
中
「
に
よ
る
届
出
書
」
を
「
に
準
じ
た
届
出
書
」
に
改
め
る
。

　

第
百
七
十
条
第
二
項
中
「
に
よ
り
」
を
「
に
準
じ
て
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
十
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
124号

　
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
第
99条

の
２
第
４
項
第
１
号
イ
及
び
第
99条

の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の

規
定
に
よ
り
、
技
能
検
定
員
資
格
審
査
及
び
教
習
指
導
員
資
格
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
令
和
６
年
10月
４
日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
佐
藤
　
勘
三
郎
　
　

１
　
資
格
審
査
の
種
類
、
期
日
及
び
場
所

資
　
格
　
審
　
査
　
の
　
種
　
類

資
格
審
査
の
期
日

資
格
審
査
の
場
所

　
新
た
に
技
能
検
定
員
の
資
格
又
は
教
習
指
導
員

の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者

令
和
６
年
11月
６
日
か
ら

令
和
６
年
12月
27日
ま
で

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字

高
倉
65番
地

宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン

タ
ー

　
現
に
技
能
検
定
員
、
教
習
指
導
員
で
あ
る
者
が

他
の
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の
資
格
又
は

教
習
指
導
員
の
資
格
を
追
加
し
て
取
得
し
よ
う
と

す
る
者

　
新
た
に
大
型
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の

資
格
又
は
教
習
指
導
員
の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と

す
る
者
で
令
和
５
年
、
令
和
６
年
度
自
動
車
安
全

運
転
セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修
了
し
た
こ
と
等

に
よ
り
資
格
審
査
の
一
部
科
目
が
免
除
と
な
る
者

　
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修

了
し
た
こ
と
等
に
よ
り
資
格
審
査
の
全
科
目
が
免

除
と
な
る
者

２
　
資
格
審
査
申
請
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
�　
令
和
６
年
10月
４
日
（
金
）
か
ら
令
和
６
年
10月
18日
（
金
）
ま
で
の
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
15分
ま

で
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）

　
⑵
　
受
付
場
所

　
　
　
仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
高
倉
65番
地

　
　
　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
内
　
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

　
⑶
　
資
格
審
査
申
請
用
紙
の
配
布
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ア
　
配
布
期
間

　
　
　
�　
令
和
６
年
10月
４
日
（
金
）
以
降
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）
の
午
前
８
時
30分

か
ら
午
後
５
時

15分
ま
で

　
　
イ
　
配
布
場
所

　
　
　
�　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
（
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
）

３
　
そ
の
他

　
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
に
問
い
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
。

　
　
問
い
合
わ
せ
先
の
電
話
番
号
　
022－

373－
3601


